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【認定こども園（幼稚園部分）】
市または園から入園決定通知が送付される

【保育園】
市から入園決定通知が
送付される

【保育所等入所不承認の場合】
市から保留通知が送付される

【認定こども園（保育園部分）、
小規模保育事業所】
市から利用調整結果通知が送
付された後、保護者と各園で
面談を行い、利用契約する

申込書類
を入手先で
受け取る

申込書類を
受付場所に
提出する

市の認定審査
を受け、市から
認定証が
交付される

市
が
家
庭
状
況
審
査（
利
用
調
整
）を
実
施

小規模保育事業所
・�なかうちだのぞみ保育園�
（☎28-7870）
・おやまのこ（☎28-8155）
・�あいキッズランド菊川加茂園�
（☎29-7637）
・�あいキッズランドカルガモ園�
（☎25-6275）

保育園

【私立保育園】
・菊川保育園（☎35-2562）
・横地保育園（☎36-3318）
・河城保育園（☎36-4667）
・ひかり保育園（☎73-2471）

【公立保育園】
・�牧之原保育園�
（☎0548-27-2223）

認定こども園

【私立認定こども園】
・認定こども園西方こども園（☎36-4133）
・認定こども園堀之内幼稚園（☎35-2504）
・認定こども園愛育保育園（☎28-8311）
・認定こども園菊川中央こども園（☎35-2493）
・認定こども園ひがしこども園（☎73-5312）
・認定こども園みなみこども園（☎73-4360）
・認定こども園双葉こども園（☎36-5031）
・おおぞら認定こども園（☎35-2323）

【公立認定こども園】
・（仮称）小笠北認定こども園（☎73-2004）

●令和７年度市内保育園・認定こども園・小規模保育事業所一覧

　市内保育園・認定こども園（保育園部分）・小規模
保育事業所への入園を希望する保護者を対象に、
入園手続きの説明動画を公開します。
　※対面での入園手続き説明会は実施しません。

公開日時 �８月30日（金）
内容 �保育園などへの入園申し込みから決定
までの流れを紹介します。
　市公式YouTube（右記）から「令和７年度
入園手続き」動画をご覧ください。

●入園手続きの説明動画を公開します

●令和７年度保育園・認定こども園などへの入園手続きの流れ

●�市内に住民票のある人が、市外の幼稚園、保育園などに通う
場合も菊川市での認定の手続きが必要です。※希望の園が市
外の場合、申込締切が菊川市と異なる場合がありますので該当
市町に問い合わせください。
●�市外在住で菊川市内の園を希望する人の申込期間も10月１
日（火）〜16日（水）です。お住まいの市町を通じ、期日まで
に手続きをお願いします。
●�２・３号認定は、申請書に記入された保育園などで、入園の利用
調整を行います。記入のない保育園の利用調整は行いません。
●�認定こども園（保育園部分）、小規模保育事業所を利用する
場合は、市から送られる通知だけでは入園決定とはなりま
せん。各園との面談で利用契約を締結する必要があります。
●�園によっては、既に定員を満たしている場合や希望者が多
数のため、入園できない場合があります。
●�自営業や農業などを営む人は、就労証明書に就労状況が確
認できる書類�（確定申告書１表・２表の写しなど）の添付が
必要です。※証明が必要となる人の氏名が確認できるページの
写しが必要です。なお、書類の確認ができない場合、給与証明書
などの提出をお願いする場合があります。

【注意事項】


